
事 務 連 絡    

令和３年 6 月 1 日    

保護者各位 

南風原町立南星中学校      

校 ⾧  金丸 利康     

（公印省略）   

 

第 47 回島尻地区中学校夏季総合体育大会の開催及び 

新型コロナウイルス緊急事態宣言期間における部活動について 

 
向暑の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より本校の教育活動に多大

な御支援を賜り感謝申し上げます。 

 さて、沖縄県が緊急事態宣言を発出されていることを受け、第 47 回島尻地区中学校夏季総合体育大会

の開催について、下記の事項が決定されましたので、お知らせいたします。 

また、本県の緊急事態宣言期間（６月 20 日まで）における部活動における練習においては、沖縄県教育

委員会及び南風原町教育委員会の通知に基づき、新型コロナウイルス感染拡大の防止策を十分に講じた上

で，大会登録選手と登録外の３年生部員のみとさせていただきますので、ご理解ご協力をお願いします。 

なお、今後の感染状況等によっては、下記の内容に変更がありますことご了承ください。 

  

記 

 

 １  第 47 回島尻地区中学校夏季総合体育大会について（６月 1 日時点） 

（１） 開催期間：令和 3 年６月 5 日（土）、６日（日）、12 日（土）、13 日（日） 

（２） 開催方法：全競技無観客試合とする（屋内・屋外ともに） 

（３） 会場への入場可能者 

・監督、コーチ、競技役員、生徒引率者 

・登録選手、登録外の 3 年生部員 

・救護係として、原則各学校保護者５名以内（当日のメンバー交代は禁止） 

 ※救護係なしの競技もあります。（詳細は、顧問から連絡があります。） 

・来賓、学校管理職、その他、中体連が許可した方（アルバム業者等） 
 

 ２ 部活動の練習について 

（１） 地区夏季大会まで・・・・地区夏季大会に出場する登録選手、登録外の３年生部員のみ練習可 

（２） 地区夏季大会終了後・・・県夏季大会に出場する登録選手、登録外の３年生部員のみ練習可 
 

※平日の練習は 90 分以内、土日休日の練習は 2 時間以内となります。 

※緊急事態宣言が延⾧された場合は、緊急事態宣言終了までとなります。 

 

 
問い合わせ 

南星中学校 ８８９ʷ０４３２  教頭（柴田） 


